
規則第７条関係                 
不 適 格 工 作 物 調 書  

 ※確  認  済  証  番  号  
 確認済証交付年月日 

 
地域・地区 

 

築造主住所氏名                                               電話 

築 造 場 所  

工 事 の 概 要   増築   改築   大規模の修繕   大規模の模様替   用途変更 

 基準時（注４） 現 在 除却部分 申請部分 合  計 

敷  地  面  積             ㎡             ㎡             ㎡             ㎡             ㎡ 

築 造  面  積             ㎡             ㎡             ㎡             ㎡             ㎡ 

工 作 物 の 数      

原動機の出力             kW             kW             kW             kW             kW
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用   途  構 造  階 数  

適用を受ける既存不適格工作 
物に対する制限の緩和の根拠 

不適合の条項並びにその部分の 
位置及び番号（注５） 基準時（注４） 

及び理由 

既存不適格工作
物であつたこと
の根拠を示す添
付書類の種類 
（注６） 

法の条項 施行令の条項 条項 位置 番号
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  （注）１ 工事の完了後においても引き続き建築基準法第３条第２項の規定の適用を受ける部分のみ記 
     入すること。                                                                         
      ２  ※欄には、記入しないこと。                                                         
       ３ 確認申請書の正本及び副本にそれぞれ１部を添付すること。                             
       ４ 「基準時」とは、建築基準法施行以後、地域地区の指定変更、公共事業の施行等による敷地 
          面積の減少（同法第８６条の９）によりはじめて不適格となつた日をいう。                 
       ５ 工作物の配置図及び各階平面図又は横断面図に不適合の部分の位置及びその番号を明示する 
          こと。                                                                               
       ６ 検査済証、登記事項証明書等の証拠となる書類を添付すること。                         


